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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の先端に配され、被検体内の被観察部位の像光を撮像して撮像信号を出力す
る固体撮像素子と、
　通常照明光と、通常照明光とは分光特性が異なる特殊照明光とを、前記固体撮像素子の
蓄積期間単位で交互に照射する照明光発生手段と、
　通常照明光、特殊照明光を照射して得られた撮像信号を元にそれぞれ生成された通常撮
影画像、特殊撮影画像を一つの画面に同時に表示させる表示制御手段と、
　前記挿入部の先端に対する被観察部位の動きの量を検出する動き検出手段と、
　前記照明光発生手段の駆動を制御する駆動制御手段であり、前記動き検出手段の検出結
果が閾値以下の場合、通常照明光と特殊照明光とを前記固体撮像素子の蓄積期間単位で交
互に照射させ、前記動き検出手段の検出結果が閾値を超える場合、特殊照明光の照射を止
めさせ、通常照明光のみを照射させる駆動制御手段とを備えることを特徴とする内視鏡シ
ステム。
【請求項２】
　前記照明光発生手段は、通常照明光を発する通常照明光用光源と、特殊照明光を発する
特殊照明光用光源を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、通常撮影画像と特殊撮影画像の動画の各々の単独表示に加えて、
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通常撮影画像と特殊撮影画像の動画の並列表示、または通常撮影画像と特殊撮影画像の動
画の重畳表示のいずれかを行うことを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡システ
ム。
【請求項４】
　前記動き検出手段の検出結果が閾値を超える場合、前記表示制御手段は、通常撮影画像
の動画表示、または通常撮影画像の動画と、前記駆動制御手段で特殊照明光の照射を止め
させたときの特殊撮影画像の静止画の並列表示のいずれかを行うことを特徴とする請求項
１ないし３のいずれかに記載の内視鏡システム。
【請求項５】
　被検体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の先端に配され、被検体内の被観察部位の
像光を撮像して撮像信号を出力する固体撮像素子と、照明光発生手段と、表示制御手段と
、動き検出手段と、前記照明光発生手段の駆動を制御する駆動制御手段とを備える内視鏡
システムの作動方法であって、
　通常照明光と、通常照明光とは分光特性が異なる特殊照明光とを、照明光発生手段で固
体撮像素子の蓄積期間単位で交互に照射する照明光発生ステップと、
　通常照明光、特殊照明光を照射して得られた撮像信号を元にそれぞれ生成された通常撮
影画像、特殊撮影画像を、表示制御手段で一つの画面に同時に表示させる表示ステップと
、
　前記挿入部の先端に対する被観察部位の動きの量を動き検出手段で検出する動き検出ス
テップと、
　前記動き検出ステップにおける検出結果が閾値以下の場合、駆動制御手段で照明光発生
手段の駆動を制御して、通常照明光と特殊照明光とを固体撮像素子の蓄積期間単位で交互
に照射させ、前記動き検出ステップにおける検出結果が閾値を超える場合、特殊照明光の
照射を止めさせ、通常照明光のみを照射させる駆動制御ステップとを備えることを特徴と
する内視鏡システムの作動方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、白色光等の通常照明光、および赤外光等の特殊照明光にて、被検体内の被観
察部位を観察することが可能な内視鏡システム、およびその作動方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療分野において、内視鏡、例えば電子内視鏡を利用した検査が広く普及してい
る。電子内視鏡は、被検体内に挿入される挿入部の先端に、ＣＣＤイメージセンサ等の固
体撮像素子を有する。電子内視鏡は、コードやコネクタを介してプロセッサ装置、および
光源装置に接続される。
【０００３】
　プロセッサ装置は、固体撮像素子から出力された撮像信号に対して各種処理を施し、診
断に供する内視鏡画像を生成する。内視鏡画像は、プロセッサ装置に接続されたモニタに
表示される。光源装置は、キセノンランプ等の白色光源を有し、電子内視鏡に被検体内照
明用の照明光を供給する。
【０００４】
　電子内視鏡を用いた医療診断の分野では、病変の発見を容易にするために、可視光域に
ブロードな分光特性を有する白色光（以下、通常照明光という）ではなく、狭い波長帯域
の光（以下、特殊照明光という）を被観察部位に照射し、これによる反射光を画像化（以
下、このようにして得られた画像を、通常照明光による通常撮影画像と区別して特殊撮影
画像と呼ぶ）して観察するNarrow Band Imaging（以下、ＮＢＩと略す）と呼ばれる手法
が脚光を浴びている。ＮＢＩによれば、被観察部位に色素を散布したり、インドシアニン
グリーン（ＩＣＧ；Indocyanine green）などの造影剤を注入したりすることなく、粘膜
下層部の血管を強調した画像や、胃壁、腸の表層組織などの臓器の構造物を強調した画像
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を容易に得ることができる。
【０００５】
　ＮＢＩを実現する方法としては、通常照明光用のフィルタ部と特殊照明光用のフィルタ
部が一体化されたフィルタを、光源からの照明光の光路上に配置し、術者の切り替え操作
に応じてモータ等でフィルタを機械的に移動させ、通常撮影画像と特殊撮影画像を得るも
のが提案されている（特許文献１、２参照）。
【０００６】
　特許文献１には、通常照明光と特殊照明光を出力するための回転フィルタを備えた内視
鏡装置が開示されている。段落［００４３］等には、特殊照明光に切り替えることによっ
て照明光量が減少することを補償するために、特殊照明光による撮影時に蓄積時間を延長
することが記載されている。蓄積時間を延長すると画像のぶれが大きくなるため、被観察
部位の動きを検出する動き検出回路を設け、フリーズ操作時に動きがないと判断した場合
は画像メモリ内の画像を更新し、動きがあると判断した場合は更新を止めている。また、
段落［００８９］～［０１０６］等に記載の第６、第７実施形態では、通常照明光用光源
としてキセノンランプ、特殊照明光用光源として超高圧水銀ランプを用いている。
【０００７】
　特許文献２には、特許文献１と同様のフィルタと動き検出回路を設けた撮像装置が開示
されている。通常照明光による撮影時に被観察部位の動きがあると判断した場合はフリー
ズ操作を禁止している。また、特殊照明光による撮影時に動きがあると判断した場合は前
後フレームの加算処理（ノイズ低減動作）を解除、動きがないと判断した場合はノイズ低
減動作を実行する旨が記載されている。
【特許文献１】特開２００２－０９５６３５号公報
【特許文献２】特開平０７－２４６１８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ＮＢＩにおいては、通常撮影画像と特殊撮影画像とを一つの画面に同時に表示して、相
互の画像を比較しながら診断を行いたいという要望がある。この場合、二つの画像の撮影
タイミングに比較的大きな開きがあり、両画像の撮影の合間に被観察部位が相対的に動い
てしまうと、二つの画像の同時性（同一性）が保たれないため、診断に供する厳密な比較
をすることができない。
【０００９】
　特許文献１、２に記載の発明は、フィルタを機械的に移動させて、通常撮影画像と特殊
撮影画像のそれぞれの単独表示を選択的に切り替えているのみであり、そもそも通常撮影
画像と特殊撮影画像の同時表示を行っておらず、両画像の同時性を保つという概念がない
。また、被観察部位の相対的な動きを検出しているものの、フリーズ操作時の画像データ
の更新要否（特許文献１）、フリーズ操作の禁止およびノイズ低減動作の実行可否（特許
文献２）を検出結果に応じて決めているだけであり、通常撮影画像と特殊撮影画像とを一
つの画面に同時に表示する場合の上記問題は考慮されていない。
【００１０】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、その目的は、通常撮影画像と特殊撮
影画像とを一つの画面に同時に表示した際の両画像の同時性を保ち、診断に供する厳密な
比較を可能とすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の内視鏡システムは、被検体内の被観察部位の像光
を撮像して撮像信号を出力する固体撮像素子と、照明光発生手段と、表示制御手段と、被
観察部位の相対的な動きの量を検出する動き検出手段と、駆動制御手段とを備えることを
特徴とする。
【００１２】
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　照明光発生手段は、通常照明光と、通常照明光とは分光特性が異なる特殊照明光とを、
前記固体撮像素子の蓄積期間単位で交互に照射する。表示制御手段は、通常照明光、特殊
照明光を照射して得られた撮像信号を元にそれぞれ生成された通常撮影画像、特殊撮影画
像を一つの画面に同時に表示させる。
【００１３】
　駆動制御手段は、前記照明光発生手段の駆動を制御する。駆動制御手段は、前記動き検
出手段の検出結果が閾値以下の場合、通常照明光と特殊照明光とを前記固体撮像素子の蓄
積期間単位で交互に照射させる。一方、前記動き検出手段の検出結果が閾値を超える場合
、特殊照明光の照射を止めさせ、通常照明光のみを照射させる。
【００１４】
　前記照明光発生手段は、通常照明光を発する通常照明光用光源と、特殊照明光を発する
特殊照明光用光源を少なくとも有することが好ましい。
【００１５】
　前記表示制御手段は、通常撮影画像と特殊撮影画像の動画の各々の単独表示に加えて、
通常撮影画像と特殊撮影画像の動画の並列表示、または通常撮影画像と特殊撮影画像の動
画の重畳表示のいずれかを行う。
【００１６】
　前記動き検出手段の検出結果が閾値を超える場合、前記表示制御手段は、通常撮影画像
の動画表示、または通常撮影画像の動画と、前記駆動制御手段で特殊照明光の照射を止め
させたときの特殊撮影画像の静止画の並列表示のいずれかを行う。
【００１７】
　本発明の内視鏡システムの駆動制御方法は、通常照明光と、照明光発生ステップと、表
示ステップと、被観察部位の相対的な動きの量を動き検出手段で検出する動き検出ステッ
プと、駆動制御ステップとを備えることを特徴とする。
【００１８】
　照明光発生ステップでは、通常照明光とは分光特性が異なる特殊照明光とを、照明光発
生手段で固体撮像素子の蓄積期間単位で交互に照射する。表示ステップでは、通常照明光
、特殊照明光を照射して得られた撮像信号を元にそれぞれ生成された通常撮影画像、特殊
撮影画像を、表示制御手段で一つの画面に同時に表示させる。
【００１９】
　駆動制御ステップでは、駆動制御手段で照明光発生手段の駆動を制御する。駆動制御ス
テップでは、前記動き検出ステップにおける検出結果が閾値以下の場合、通常照明光と特
殊照明光とを固体撮像素子の蓄積期間単位で交互に照射させる。一方、前記動き検出ステ
ップにおける検出結果が閾値を超える場合、特殊照明光の照射を止めさせ、通常照明光の
みを照射させる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、被観察部位の相対的な動きが速いときには、特殊照明光の照射を止め
させ、通常照明光のみを照射させるので、通常撮影画像と特殊撮影画像とを一つの画面に
同時に表示した際の両画像の同時性が保たれる。従って、診断に供する厳密な比較が可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１において、内視鏡システム２は、電子内視鏡１０、プロセッサ装置１１、および光
源装置１２からなる。電子内視鏡１０は、周知の如く、患者の体腔内に挿入される可撓性
の挿入部１３と、挿入部１３の基端部分に連設された操作部１４と、プロセッサ装置１１
および光源装置１２に接続されるコネクタ１５と、操作部１４、コネクタ１５間を繋ぐユ
ニバーサルコード１６とを有する。
【００２２】
　挿入部１３の先端には、観察窓２０、照明窓２１（ともに図２参照）等が設けられてい
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る。観察窓２０の奥には、対物光学系２２を介して、体腔内撮影用の固体撮像素子２３が
配されている（いずれも図２参照）。照明窓２１は、ユニバーサルコード１６や挿入部１
３に配設されたライトガイド５８、および照明レンズ２４（ともに図２参照）で導光され
る光源装置１２からの照明光を、被観察部位に照射する。
【００２３】
　操作部１４には、挿入部１３の先端を上下左右方向に湾曲させるためのアングルノブや
、挿入部１３の先端からエアー、水を噴出させるための送気・送水ボタンの他、内視鏡画
像を静止画記録するためのレリーズボタン等が設けられている。
【００２４】
　また、操作部１４の先端側には、電気メス等の処置具が挿通される鉗子口が設けられて
いる。鉗子口は、挿入部１３内の鉗子チャンネルを通して、挿入部１３の先端に設けられ
た鉗子出口に連通している。
【００２５】
　プロセッサ装置１１は、光源装置１２と電気的に接続され、内視鏡システム２の動作を
統括的に制御する。プロセッサ装置１１は、ユニバーサルコード１６や挿入部１３内に挿
通された伝送ケーブルを介して、電子内視鏡１０に給電を行い、固体撮像素子２３の駆動
を制御する。また、プロセッサ装置１１は、伝送ケーブルを介して、固体撮像素子２３か
ら出力された撮像信号を受信し、受信した撮像信号に各種処理を施して画像データを生成
する。プロセッサ装置１１で生成された画像データは、プロセッサ装置１１にケーブル接
続されたモニタ１７に内視鏡画像として表示される。
【００２６】
　図２において、電子内視鏡１０は、前述の観察窓２０、照明窓２１、対物光学系２２、
固体撮像素子２３、および照明レンズ２４が挿入部１３の先端に設けられている。さらに
、アナログ信号処理回路（以下、ＡＦＥと略す）２６、ＣＣＤ駆動回路２７、およびＣＰ
Ｕ２８が操作部１４に設けられている。
【００２７】
　固体撮像素子２３は、インターライントランスファ型のＣＣＤイメージセンサや、ＣＭ
ＯＳイメージセンサ等からなる。固体撮像素子２３は、観察窓２０、対物光学系２２（レ
ンズ群およびプリズムからなる）を経由した体腔内の被観察部位の像光が、撮像面に入射
するように配置されている。固体撮像素子２３の撮像面には、複数の色セグメントからな
るカラーフィルタ（例えば、ベイヤー配列の原色カラーフィルタ）が形成されている。
【００２８】
　ＡＦＥ２６は、相関二重サンプリング回路（以下、ＣＤＳと略す）２９、自動ゲイン制
御回路（以下、ＡＧＣと略す）３０、およびアナログ／デジタル変換器（以下、Ａ／Ｄと
略す）３１から構成されている。ＣＤＳ２９は、固体撮像素子２３から出力される撮像信
号に対して相関二重サンプリング処理を施し、固体撮像素子２３で生じるリセット雑音お
よびアンプ雑音の除去を行う。ＡＧＣ３０は、ＣＤＳ２９によりノイズ除去が行われた撮
像信号を、プロセッサ装置１１から指定されるゲイン（増幅率）で増幅する。Ａ／Ｄ３１
は、ＡＧＣ３０により増幅された撮像信号を、所定のビット数のデジタル信号に変換する
。Ａ／Ｄ３１でデジタル化された撮像信号は、ユニバーサルコード１６、コネクタ１５を
介してプロセッサ装置１１に入力され、デジタル信号処理回路（以下、ＤＳＰと略す）４
０の作業用メモリ（図示せず）に一旦格納される。
【００２９】
　ＣＣＤ駆動回路２７は、固体撮像素子２３の駆動パルス（垂直／水平走査パルス、リセ
ットパルス等）とＡＦＥ２６用の同期パルスとを発生する。固体撮像素子２３は、ＣＣＤ
駆動回路２７からの駆動パルスに応じて撮像動作を行い、撮像信号を出力する。ＡＦＥ２
６の各部２９～３１は、ＣＣＤ駆動回路２７からの同期パルスに基づいて動作する。
【００３０】
　ＣＰＵ２８は、電子内視鏡１０とプロセッサ装置１１とが接続された後、プロセッサ装
置１１のＣＰＵ４１からの動作開始指示に基づいて、ＣＣＤ駆動回路２７を駆動させると
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ともに、ＡＧＣ３０のゲインを調整する。
【００３１】
　ＣＰＵ４１（駆動制御手段に相当）は、プロセッサ装置１１全体の動作を統括的に制御
する。ＣＰＵ４１は、図示しないデータバスやアドレスバス、制御線を介して各部と接続
している。ＲＯＭ４２には、プロセッサ装置１１の動作を制御するための各種プログラム
（ＯＳ、アプリケーションプログラム等）やデータ（グラフィックデータ等）が記憶され
ている。ＣＰＵ４１は、ＲＯＭ４２から必要なプログラムやデータを読み出して、作業用
メモリであるＲＡＭ４３に展開し、読み出したプログラムを逐次処理する。また、ＣＰＵ
４１は、検査日時、患者や術者の情報等の文字情報といった検査毎に変わる情報を、後述
する操作部４７やＬＡＮ(Local Area Network)等のネットワークより得て、ＲＡＭ４３に
記憶する。
【００３２】
　ＤＳＰ４０は、ＡＦＥ２６からの撮像信号を作業用メモリから読み出す。ＤＳＰ４０は
、読み出した撮像信号に対して、色分離、色補間、ゲイン補正、ホワイトバランス調整、
ガンマ補正等の各種信号処理を施し、画像データを生成する。ＤＳＰ４０で生成された画
像データは、デジタル画像処理回路（以下、ＤＩＰと略す）４４の作業用メモリ（図示せ
ず）、および動き検出回路４５に入力される。
【００３３】
　ＤＩＰ４４は、ＣＰＵ４１の制御に従って各種画像処理を実行する。ＤＩＰ４４は、Ｄ
ＳＰ４０で処理された画像データを作業用メモリから読み出す。ＤＩＰ４４は、読み出し
た画像データに対して、電子変倍、あるいは色強調、エッジ強調等の各種画像処理を施す
。ＤＩＰ４４で各種画像処理を施された画像データは、表示制御回路４６に入力される。
【００３４】
　表示制御回路４６は、ＤＩＰ４４からの処理済みの画像データを格納するＶＲＡＭを有
する。表示制御回路４６は、ＣＰＵ４１からＲＯＭ４２およびＲＡＭ４３のグラフィック
データを受け取る。グラフィックデータには、内視鏡画像の無効画素領域を隠して有効画
素領域のみを表示させる表示用マスク、検査日時、あるいは患者や術者の情報等の文字情
報、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ；Graphical User Interface）といっ
たものがある。表示制御回路４６は、ＤＩＰ４４からの画像データに対して、表示用マス
ク、文字情報、ＧＵＩの重畳処理、モニタ１７の表示画面への描画処理といった各種表示
制御処理を施す。
【００３５】
　表示制御回路４６は、ＶＲＡＭから画像データを読み出し、読み出した画像データをモ
ニタ１７の表示形式に応じたビデオ信号（コンポーネント信号、コンポジット信号等）に
変換する。これにより、モニタ１７に内視鏡画像が表示される。
【００３６】
　動き検出回路４５は、ＤＳＰ４０からの画像データを前後の二フレーム分格納するフレ
ームメモリを有する。動き検出回路４５は、フレームメモリに格納された二フレーム分の
画像データを比較して、被観察部位の動きベクトルを検出する周知の方法を実行する。例
えば、パターンマッチング法を用いて、二フレームの画像間で同一の被観察部位に対応す
る画素を探索し、該画素の空間的距離および方向を動きベクトルとして検出する。動き検
出回路４５は、検出した動きベクトルの大きさ（被観察部位の相対的な動きの量）をＣＰ
Ｕ４１に出力する。
【００３７】
　操作部４７は、プロセッサ装置１１の筐体に設けられる操作パネル、あるいは、マウス
やキーボード等の周知の入力デバイスである。ＣＰＵ４１は、操作部４７からの操作信号
に応じて、各部を動作させる。
【００３８】
　プロセッサ装置１１には、上記の他にも、画像データに所定の圧縮形式（例えばＪＰＥ
Ｇ形式）で画像圧縮を施す圧縮処理回路や、圧縮された画像データを、ＣＦカード、光磁
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気ディスク（ＭＯ）、ＣＤ－Ｒ等のリムーバブルメディアに記憶するメディアＩ／Ｆ、Ｌ
ＡＮ等のネットワークとの間で各種データの伝送制御を行うネットワークＩ／Ｆ等が設け
られている。これらはデータバス等を介してＣＰＵ４１と接続されている。
【００３９】
　光源装置１２は、通常照明光用光源（以下、通常光源と略す）５０と、特殊照明光用光
源（以下、特殊光源と略す）５１の二つの光源を有する。通常光源５０は、例えば、赤か
ら青までのブロードな波長の光（以下、通常照明光という）を発生するキセノンランプや
白色ＬＥＤ（発光ダイオード）等である。一方、特殊光源５１は、通常光源５０とは逆に
特定の狭い波長帯域の光（以下、特殊照明光という）を発生させるものであり、例えば、
青色ＬＥＤ、またはＬＤ（レーザーダイオード）である。特殊光源５１は、４５０、５０
０、５５０、６００、７８０ｎｍ近傍の特殊照明光を、単独または複数組み合わせて発す
るものである。
【００４０】
　各光源５０、５１は、光源ドライバ５２、５３によって駆動される。絞り機構５４、５
５は、各光源５０、５１の光射出側に配置され、集光レンズ５６、５７に入射される光量
を増減させる。集光レンズ５６、５７は、絞り機構５４、５５を通過した光を集光して、
ライトガイド５８の入射端に導光する。
【００４１】
　ＣＰＵ５９は、プロセッサ装置１１のＣＰＵ４１と通信し、光源ドライバ５２、５３お
よび絞り機構５４、５５の動作制御を行う。ライトガイド５８の出射端に導かれた照明光
は、照明レンズ２４で拡散され、照明窓２１を介して体腔内の被観察部位に照射される。
【００４２】
　ライトガイド５８は、例えば、複数の石英製光ファイバを巻回テープ等で集束してバン
ドル化したものである。各光源５０、５１の光射出側に配された二本のライトガイド５８
ａ、５８ｂは、周知の光ファイバの合波技術を用いて、光源装置１２内で合流して一本の
ライトガイド５８となる。
【００４３】
　内視鏡システム２には、通常照明光を使用した通常撮影モードと、特殊照明光を使用し
た特殊撮影モードが用意されている。各撮影モードの切り替えは、操作部４７を操作する
ことにより行われる。
【００４４】
　通常撮影モードが選択された場合、ＣＰＵ４１は、ＣＰＵ５９を介して光源ドライバ５
２、５３の駆動を制御して、通常光源５０を点灯、特殊光源５１を消灯させる。被観察部
位に照射される照明光は通常照明光のみとなる。一方、特殊撮影モードが選択された場合
は、通常光源５０、特殊光源５１を、固体撮像素子２３の蓄積期間単位で交互に点消灯さ
せる。被観察部位に照射される照明光は、固体撮像素子２３の蓄積期間単位で通常照明光
と特殊照明光とに順次切り替わる。
【００４５】
　図３～図５に示すように、特殊撮影モードでは、表示制御回路４６は、特殊照明光を照
射して得られた撮像信号を元にＤＳＰ４０等で生成された内視鏡画像（以下、特殊撮影画
像という）Ｐｂの動画（図３）、通常照明光を照射して得られた撮像信号を元に生成され
た内視鏡画像（以下、通常撮影画像という）Ｐａの動画と特殊撮影画像Ｐｂの動画を並べ
て（図４）、あるいは、通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂとを重畳して、重畳した一
つの画像（以下、重畳画像という）Ｐｃの動画（図５）を、モニタ１７に表示させる。こ
れらの画像の表示切り替えは、操作部４７を操作することにより行われる。なお、言う迄
もないが、通常撮影モードでは、通常撮影画像Ｐａの動画がモニタ１７に表示される。ま
た、特殊撮影モードにおいても通常撮影画像Ｐａの動画を表示させることが可能である。
但し、特殊撮影モードでは、各画像のフレームレートは通常撮影モードよりも１／２落ち
る。
【００４６】
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　特殊撮影モードが選択されていて、動き検出回路４５の検出結果が閾値以下の場合、つ
まり、被観察部位の相対的な動きが比較的遅い場合、ＣＰＵ４１は何もしない。通常光源
５０、特殊光源５１は、固体撮像素子２３の蓄積期間単位で交互に点消灯する。また、表
示制御回路４６による画像の表示形態も操作部４７で選択されたものと変わらない。
【００４７】
　一方、動き検出回路４５の検出結果が閾値を超える場合、つまり、被観察部位の相対的
な動きが比較的速い場合、ＣＰＵ４１は、ＣＰＵ５９を介して光源ドライバ５３の駆動を
制御して、特殊光源５１を消灯させて特殊照明光の照射を止めさせ、通常撮影モードと同
様に通常照明光のみを照射させる。
【００４８】
　このとき、特殊撮影画像Ｐｂの動画を映した図３に示す表示形態であった場合、通常照
明光のみが照射されるため、自動的に通常撮影モードと同様の表示形態になり、通常撮影
画像Ｐａの動画がモニタ１７に表示される。重畳画像Ｐｃの動画を映した図５に示す表示
形態であった場合も同様に、特殊撮影画像Ｐｂが重畳されないので、自動的に通常撮影モ
ードと同様の表示形態になる。但し、このままでは特殊撮影画像Ｐｂの一フレーム分が空
き、通常撮影モードに比べてフレームレートが１／２落ちるので、表示制御回路４６は、
通常撮影モードと同様に、ＤＩＰ４４から入力される画像データを順次モニタ１７に表示
させる。
【００４９】
　通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂの動画を並べた図４に示す表示形態であった場合
は、図３、図５の場合と同様に通常撮影画像Ｐａの動画の表示形態に切り替えるか、ある
いは、図４の表示形態で通常撮影画像Ｐａは動画表示のままで、ＣＰＵ４１で特殊照明光
の照射を止めさせたときの特殊撮影画像（静止画）を更新せずにモニタ１７に表示させる
。後者の切り替えを、図５に示す表示形態であった場合に適用してもよい。
【００５０】
　次に、上記のように構成された内視鏡システム２の作用について説明する。電子内視鏡
１０で患者の体腔内を観察する際、術者は、電子内視鏡１０と各装置１１、１２とを繋げ
、各装置１１、１２の電源をオンする。そして、操作部４７を操作して、患者に関する情
報等を入力し、検査開始を指示する。
【００５１】
　検査開始を指示した後、術者は、挿入部１３を体腔内に挿入し、光源装置１２からの照
明光で体腔内を照明しながら、固体撮像素子２３による体腔内の内視鏡画像をモニタ１７
で観察する。
【００５２】
　固体撮像素子２３から出力された撮像信号は、ＡＦＥ２６の各部２９～３１で各種処理
を施された後、プロセッサ装置１１のＤＳＰ４０に入力される。ＤＳＰ４０では、入力さ
れた撮像信号に対して各種信号処理が施され、画像データが生成される。ＤＳＰ４０で生
成された画像データは、ＤＩＰ４４、および動き検出回路４５に出力される。
【００５３】
　ＤＩＰ４４では、ＣＰＵ４１の制御の下、ＤＳＰ４０からの画像データに各種画像処理
が施される。ＤＩＰ４４で処理された画像データは、表示制御回路４６のＶＲＡＭに入力
される。表示制御回路４６では、ＣＰＵ４１からのグラフィックデータに応じて、各種表
示制御処理が実行される。これにより、画像データがモニタ１７に内視鏡画像として表示
される。
【００５４】
　操作部４７で通常撮影モードが選択された場合は、ＣＰＵ４１の指令の下に、通常光源
５０が点灯、特殊光源５１が消灯され、被観察部位には通常照明光のみが照射される。当
然ながら、モニタ１７には、通常撮影画像Ｐａの動画のみが表示される。
【００５５】
　図６のステップ（以下、Ｓと略す）１０において、操作部４７で特殊撮影モードが選択
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された場合は、動き検出回路４５の動作が開始される（Ｓ１１）。動き検出回路４５の検
出結果はＣＰＵ４１に入力され、ＣＰＵ４１で閾値と大小比較される。
【００５６】
　動き検出回路４５の検出結果が閾値以下の場合（Ｓ１２でｎｏ）、Ｓ１３に示すように
、ＣＰＵ４１の指令の下、通常光源５０、特殊光源５１が固体撮像素子２３の蓄積期間単
位で交互に点消灯される。被観察部位には、固体撮像素子２３の蓄積期間単位で通常照明
光と特殊照明光が交互に照射される。また、操作部４７で選択された表示形態で、モニタ
１７に画像が表示される。
【００５７】
　一方、動き検出回路４５の検出結果が閾値を超える場合（Ｓ１２でｙｅｓ）は、Ｓ１４
に示すように、ＣＰＵ４１の指令の下、特殊光源５１が消灯されて特殊照明光の照射が止
められる。被観察部位には、通常撮影モードと同様に通常照明光のみが照射される。また
、通常撮影モードと同様の表示形態、もしくは、通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂを
並べて表示し、且つ通常撮影画像Ｐａは動画表示で、特殊撮影画像Ｐｂは、ＣＰＵ４１で
特殊照明光の照射を止めさせたときの静止画を表示する表示形態に切り替える。これら一
連の処理は、通常撮影モードが選択されて（Ｓ１５でｙｅｓ）通常撮影モードに移行する
（Ｓ１６）か、電源がオフされる（Ｓ１７でｙｅｓ）まで繰り返し実行される。
【００５８】
　以上説明したように、動き検出回路４５で被観察部位の相対的な動きの量を検出し、検
出結果が閾値を超える場合に、ＣＰＵ４１で特殊照明光の照射を止めさせるので、通常撮
影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂとをモニタ１７の画面に同時に表示した際の両画像の同時
性を保つことができる。
【００５９】
　動き検出回路４５の検出結果が閾値を超える場合は、被観察部位の相対的な動きが比較
的速いので、通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂの間にぶれが生じる。そうなると重畳
画像Ｐｃに色ずれや被観察部位の輪郭が滲むといった画質劣化が起こるが、本例ではこの
ような不具合が生じるおそれはない。なぜなら、動き検出回路４５の検出結果が閾値を超
える場合に特殊照明光の照射を止めさせるため、特殊撮影画像Ｐｂは重畳されないからで
ある。また、通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂの動画を並列表示していた場合に、特
殊撮影画像Ｐｂの表示を止めるか、特殊撮影画像Ｐｂの静止画を表示するので、並列表示
が診断に不適当なものであることを術者に暗に報せることができる。
【００６０】
　被観察部位の相対的な動きが比較的速いときは、術者が患者の体腔内に電子内視鏡１０
の挿入部１３を挿入し、体腔内で挿入部１３を移動させているときだと考えられる。従っ
て、動き検出回路４５の検出結果が閾値を超える場合に特殊照明光の照射を止めさせても
、挿入部１３の移動時であると想定されるため、観察や診断に影響はない。
【００６１】
　対して、動き検出回路４５の検出結果が閾値以下で、被観察部位の相対的な動きが比較
的遅いときは、挿入部１３の先端部が病変等の被観察部位に到達し、術者が詳細な観察を
しているときと考えられる。この場合は、固体撮像素子２３の蓄積期間単位で通常照明光
と特殊照明光を交互に照射し、特殊撮影画像Ｐｂの動画、または通常撮影画像Ｐａと特殊
撮影画像Ｐｂの動画の並列表示、もしくは重畳画像Ｐｃの表示がなされる。従って、術者
が診断するタイミングでは診断に適した画像を提供することができる。
【００６２】
　例えば、並列表示のときには特殊撮影画像Ｐｂの静止画が表示され、重畳画像Ｐｃは色
ずれや輪郭の滲みがないものが常に表示されるので、モニタ１７に表示される内視鏡画像
の見た目が極端に変わることがなく、患者や術者に違和感や不安感を与えることもない。
【００６３】
　動き検出回路４５の検出結果が閾値を超える場合に、通常撮影モードと同様の表示形態
に切り替えるので、フレームレートが上がって動画像が滑らかになる等、表示形態を切り
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替えない従来の場合と比べて画像の視認性が向上する。
【００６４】
　なお、動き検出回路４５の検出結果が閾値以下の場合は、固体撮像素子２３の蓄積期間
単位で通常照明光と特殊照明光を交互に照射するので、通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像
Ｐｂが一フレーム毎に交互に出力されるが、動き検出回路４５のフレームメモリには、通
常撮影画像Ｐａだけ、すなわち現在の通常撮影画像Ｐａとその二つ前のフレームの通常撮
影画像Ｐａが格納される。これら各画像間の特殊撮影画像Ｐｂは破棄される。動き検出回
路４５は、二つの通常撮影画像Ｐａを元に動きベクトルを検出する。特殊撮影画像Ｐｂ同
士で動き検出をしても勿論構わない。
【００６５】
　動き検出回路４５の検出結果が短時間で閾値付近を行ったり来たりすると、照明光や表
示形態が目まぐるしく切り替わるおそれがある。このため、動き検出回路４５のサンプリ
ングレートを適当な値に設定したり、動き検出回路４５の検出結果と閾値との大小比較に
ヒステリシス特性をもたせ、閾値±αのときに切り替える等の対処をすることが好ましい
。
【００６６】
　上記実施形態では、動き検出回路４５を例示したが、ＤＳＰやＤＩＰが動き検出の機能
を担ってもよい。あるいは、電子内視鏡１０の挿入部１３の先端部等に三軸加速度センサ
や角速度センサ（ジャイロセンサ）を設け、被観察部位に対する先端部の動きの量を検出
してもよい。
【００６７】
　上記実施形態では、二つの光源５０、５１を用いて通常照明光と特殊照明光を発生させ
ているが、本発明はこれに限定されない。例えば、駆動電流に応じて照明光の発振波長を
変更可能なＬＥＤやＬＤを用いても可である。光源が一つで済むので、部品コスト、設置
スペースの削減に寄与することができる。
【００６８】
　また、通常照明光用フィルタ部と特殊照明光用フィルタ部が一体化した円盤状のフィル
タを用いてもよい。該フィルタを光源の照明光の光路上に配置し、二つのフィルタ部が固
体撮像素子２３の蓄積期間単位で交互に光路を横切るようにフィルタを一方向に回転させ
る。該フィルタを、電子内視鏡１０の挿入部１３の先端に着脱可能なアダプタで構成すれ
ば、キセノンランプ等の白色光源を有する従来の内視鏡システムに対しても、ソフトウェ
アの変更のみで適用することができる。
【００６９】
　上記実施形態では、一本のライトガイド５８とを用いているが、各光源５０、５１用に
二本のライトガイドを設けてもよい。
【００７０】
　なお、通常撮影画像Ｐａと特殊撮影画像Ｐｂの並列表示の別形態として、親画面、子画
面を有するいわゆるピクチャーインピクチャー（ＰｉｎＰ）表示を採用してもよい。
【００７１】
　上記実施形態では、プロセッサ装置１１のＣＰＵ４１を駆動制御手段としたが、光源装
置１２のＣＰＵ５９にも同じ機能をもたせてもよい。この場合、プロセッサ装置１１のＣ
ＰＵ４１は、動き検出回路４５の検出結果をＣＰＵ５９に出力するとともに、動き検出回
路４５の検出結果と閾値の大小比較を行い、表示制御回路４６を制御して表示形態の切り
替えを行わせる。光源装置１２のＣＰＵ５９は、ＣＰＵ４１と同様に大小比較を行い、光
源ドライバ５２、５３を介して照明光の切り替えを行わせる。
【００７２】
　なお、操作部４７を操作する等して、閾値の設定変更を可能に構成してもよい。また、
特殊撮影モードが選択されたときに、動き検出回路４５の検出結果に応じた照明光や表示
形態の切り替えを実施するか否かを選択することが可能としてもよい。術者の意図に応じ
た使い方をすることができる。
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【００７３】
　特殊撮影モードで特殊撮影画像Ｐｂの動画表示が選択された場合は、上記実施形態の如
く通常光源５０、特殊光源５１を交互に点消灯させるのではなく、通常光源５０を消灯、
特殊光源５１のみを点灯させ、全フレームで特殊撮影画像Ｐｂが得られるようにしてもよ
い。
【００７４】
　上記実施形態では、内視鏡として電子内視鏡１０を例示したが、超音波内視鏡であって
もよい。さらに、上記実施形態では、プロセッサ装置と光源装置が別体である例を挙げた
が、プロセッサ装置と光源装置とは一体であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】内視鏡システムの構成を示す外観図である。
【図２】内視鏡システムの構成を示すブロック図である。
【図３】特殊撮影モードにおける画像の表示形態の例を示す図である。
【図４】特殊撮影モードにおける画像の表示形態の別の例を示す図である。
【図５】特殊撮影モードにおける画像の表示形態のさらに別の例を示す図である。
【図６】特殊撮影モードにおける処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００７６】
　２　内視鏡システム
　１０　電子内視鏡
　１１　プロセッサ装置
　１２　光源装置
　１７　モニタ
　２３　固体撮像素子
　４０　デジタル信号処理回路（ＤＳＰ）
　４１　ＣＰＵ
　４４　デジタル画像処理回路（ＤＩＰ）
　４５　動き検出回路
　４６　表示制御回路
　５０　通常照明光用光源（通常光源）
　５１　特殊照明光用光源（特殊光源）
　５２、５３　光源ドライバ
　５８　ライトガイド
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要解决的问题：严格比较正常拍摄的图像和特殊的拍摄图像进行诊断。 
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用于光源装置12的特殊照明光的光源51以固态成像装置23的累积时段为
单位交替地接通/断开。另一方面，当运动检测电路45的检测结果超过阈
值时，特殊照明光源51关闭，并且在CPU 41的指令下停止特殊照明光的
照射。另外，显示控制电路46在特殊照明光的照射停止时执行正常拍摄
图像的运动图像显示，或者正常拍摄图像的运动图像和特殊拍摄图像的
静止图像。 .The
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